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官民連携による国際クルーズ拠点形成計画書（目論見） 募集要項 

 

国土交通省港湾局は、以下のとおり、官民連携による国際クルーズ拠点形成計

画書（目論見）（以下「計画書（目論見）」という。）を募集します。 

 

平成 29 年 12 月 22 日 

 

国土交通省港湾局 

 

１．官民連携による国際クルーズ拠点の形成について 

 我が国港湾へのクルーズ船の寄港が急増するなか、民間による投資と公共に

よる受入環境の整備を組み合わせた国際クルーズ拠点を形成する。 

ここで、官民連携による国際クルーズ拠点の形成とは、港湾法第 50 条の 18

の官民連携国際旅客船受入促進協定の締結等を通じて、官民の連携によって国

際旅客船の受入れの促進を図ることをいい、その概要を添付資料－１「官民連

携による国際クルーズ拠点の形成」に示す。 

 

２．応募の方法 

計画書（目論見）の募集に応募する港湾管理者及びクルーズ船社（以下「応

募グループ」という。）は、連名で、平成 30 年 2 月 9 日までに、計画書（目論

見）を作成し、国土交通省港湾局産業港湾課クルーズ振興室に提出する。 

 

３．計画書（目論見）の作成 

計画書（目論見）は、別添「官民連携による国際クルーズ拠点形成計画書（目

論見）の骨子」に示した事項を記載して作成する。 

 

４．計画書（目論見）の評価等の手順及び評価基準について 

計画書（目論見）の評価等の手順及び評価基準については、添付資料－２「官

民連携による国際クルーズ拠点形成計画書（目論見）の評価等」に示すとおり

を予定している。 

 



2 
 

 

５．応募の受付 

 提出場所は、国土交通省港湾局産業港湾課クルーズ振興室とし、募集開始の

日より平成 30 年 2 月 9 日まで提出を受け付ける。計画書（目論見）の提出の

受付をもって応募とみなす。 

 

６．問い合わせ先 

 国土交通省港湾局産業港湾課クルーズ振興室 伊藤、中野、下岡 

    電話：03-5253-8672 

    電子メール：hqt-cruisecontact@ml.mlit.go.jp 
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別添 

 

官民連携による国際クルーズ拠点形成計画書（目論見）の骨子 

 

① 応募者の概要 

○応募する港湾及び港湾管理者の名称 

○連携するクルーズ船社の名称（複数可） 

○各代表者名、連絡先、その他 

 

② 連携するクルーズ船社の寄港実績と今後の見通し 

○当該港湾についての実績と今後の見通し 

○日本の他の港湾についての実績と今後の寄港に係る考え方 

 

③ 国際クルーズ拠点形成の方針・目標 

○目標とする国際クルーズ拠点の姿 

○国際クルーズ拠点の運営開始年及び目標年 

○運営開始年及び目標年における寄港回数等の目標値 

 

④ 国際クルーズ拠点施設の整備及び管理の方法 

○国際クルーズ拠点を構成する施設及びその配置 

○クルーズ船社が投資する施設の整備・管理運営方針 

○公共施設の整備方針 

○周辺交通対策の考え方 

 

⑤ 岸壁等の利用に係る考え方と具体的な手順 

 

⑥ 国際クルーズ拠点形成の効果 

 

⑦ 推進体制 


